
公立 福知山公立大学 情報学部 京都府福知山市 公立大学法人 遵守事項 　地域経営学部

　情報学科 100 　福知山公立大学 　　地域経営学科[定員減] (△20)

遵守事項

遵守事項

遵守事項

助言事項

私立 京都先端科学大学 工学部 京都府京都市 学校法人 助言事項

　機械電気システム工学科 200 京都府亀岡市 　永守学園

助言事項

私立 大和大学 理工学部 大阪府吹田市 学校法人 遵守事項

　理工学科 230 　西大和学園

・「メディア情報学」について、実践系科目と
して実社会に根ざした事例学修を更に充実して
実施すること。

(人)

令和２年度開設予定学部一覧

１　学部を設置するもの　３校 令和元年11月

区分 大 学 名 学部・学科等名
入 学
定 員 位 置 設 置 者 備 考附 帯 事 項

・「情報ネットワーク」について、実践系科目
に位置付けるのであれば、実社会に根ざした事
例学修を更に充実して実施するか、「基盤系科
目」に位置付けること。

・IT実習Ⅰ～Ⅳのシラバスについて、設置の趣
旨に示した実習の「テーマや内容」を適切に反
映させること。

・「学生アシスタント」を配置する際には、求
めるスキルや役割をあらかじめ明示し、ガイダ
ンスを実施するなど、授業の実施に支障が生じ
ないよう努めること。

・「学生アシスタント」が確保できない場合
は、必要に応じて助手や技術職員などの教育補
助者を配置することが望ましい。

・設置の趣旨に示した「副専攻の履修を通じて
身に付けられる資質・能力の具体例」について
は、学生にわかりやすく伝えるとともに丁寧な
履修指導を行うこと。

・完成年度における法人全体の基本金組入前当
年度収支差額がマイナスとなっていることか
ら、収支の均衡を前提とした中長期的な財政計
画の策定・実行など、経営基盤の安定確保に取
り組むこと。

・法人運営の適切性を担保するため、法人内の
監査体制を明確にするとともに、監査の充実に
向けた計画を策定し、実行すること。
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(人)

区分 大 学 名 学部・学科等名
入 学
定 員 位 置 設 置 者 備 考附 帯 事 項

（大和大学） 遵守事項

遵守事項

遵守事項

助言事項

助言事項

助言事項

助言事項

助言事項

・監事の監査について、監査計画の策定及びそ
の実施を計画していることから、その着実な実
施に取り組むこと。

・学生生徒等の納付金に対する教育活動支出の
割合が同系統の大学等を設置する学校法人に比
べて低く、また、近年この割合が低下傾向にあ
ることから、同納付金の学生への還元に取り組
みその具体的な計画を示すこと。

・経常収入に対する教育研究経費の割合が同系
統の大学等を設置する学校法人に比べて低く、
また、完成年度に至るまでこの状況が継続する
見込みとなっていることから、教育研究条件の
充実向上に取り組みその具体的な計画を示すこ
と。

・５つの専攻それぞれにつき、各副専攻の履修
を通じて身に付けられる資質・能力の具体例に
対応する履修モデルを作成すること。示された
履修モデルにおいて、主専攻では３年生に配当
されている科目を副専攻では２年生で受講する
ことになっている例がみられ、カリキュラム体
系上無理があると判断されるので、精査の上必
要があれば改善するとともに、必要に応じて
「副専攻の履修」に係る科目の充実に努めるこ
と。また、「副専攻の履修」の前提となる科目
の履修要件については、シラバスに明示するこ
と。

・「理工学実践演習Ⅰ・Ⅱ」の審査意見の回答
で説明のあった「本授業の目標と展開」の内容
については、シラバスに反映させること。

・「グラフ理論」、「離散数学」のシラバスの
到達目標の表現ぶりを適切に修正すること。

・他大学の学生をティーチングアシスタントに
雇用するに当たって加入を義務付ける「学生保
険」については、保険適用の対象となるのかど
うか確認することが望ましい。

・シラバスの文章の末尾の表現ぶりについて
は、統一することが望ましい。
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(人)

区分 大 学 名 学部・学科等名
入 学
定 員 位 置 設 置 者 備 考附 帯 事 項

計 3　校 　　3学部　　3学科

（注） 「備考」欄の（　）書の数字は，今回の認可申請に伴う関係のある既設学部等の入学定員の減を示す。
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